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動物愛護相談室

第１種動物取扱業者が第２１条第１項又は第４項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対
し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。

第１種動物取扱業者が第２１条の４若しくは第２２条第３項の規定を遵守していないと認めるとき、又は
犬猫等販売業者が第２２条の５の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必
要な措置をとるべきことを勧告することができる。

勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとる
べきことを命ずることができる。

勧告及び命令

第１種動物取扱業者が環境省が定める遵守基準を遵守していない場合及び第１種動物取扱業者が動物取扱責
任者に動物取扱責任者研修を受講させていない場合に、市長は勧告や命令することができます。この命令に
従わなかった場合、登録の取消しや業の停止命令の処分を行うこととなります。

動物の愛護及び管理に関する法律第２３条


